
個人
こ じ ん

情報
じょうほう

保護
ほ ご

に関
かん

する方針
ほうしん

等
など

について 

 

社 会
しゃかい

福祉
ふくし

法 人
ほうじん

 鴻
こう

沼
ぬま

福祉会
ふくしかい

 

 

 社 会
しゃかい

福祉
ふくし

法 人
ほうじん

鴻
こう

沼
ぬま

福祉会
ふくしかい

（以下
い か

、「本 会
ほんかい

」という）は、個人
こじん

情 報
じょうほう

の取り扱い
とりあつかい

に関
かん

して、

その保護
ほ ご

に関
かん

する方 針
ほうしん

を以下
い か

のとおりに定
さだ

め、適 切
てきせつ

な取り扱い
とりあつかい

に努
つと

めます。 

 なお、本 会
ほんかい

における個人
こじん

情 報
じょうほう

の利用
りよう

目 的
もくてき

やご本 人
ほんにん

への個人
こじん

情 報
じょうほう

の開示
かいじ

手続き
てつづき

につい

ては以下
い か

のとおりとなっています。 

 

Ⅰ．個人
こじん

情 報
じょうほう

の保護
ほ ご

に関する
かんする

方針
ほうしん

 

 

１．法令
ほうれい

の遵 守
じゅんしゅ

 

 本 会
ほんかい

は、個人
こじん

情 報
じょうほう

の保護
ほ ご

に関する
かんする

法 律
ほうりつ

等
とう

、関 係
かんけい

法 令
ほうれい

を 遵 守
じゅんしゅ

するとともに規程
きてい

を定
さだ

め、より適 正
てきせい

な事 業
じぎょう

執 行
しっこう

に努
つと

めます。 

 

２．個人
こじん

情 報
じょうほう

の適切
てきせつ

な取得
しゅとく

 

 本 会
ほんかい

は、個人
こじん

情 報
じょうほう

を適 法
てきほう

かつ適 切
てきせつ

な方 法
ほうほう

で取 得
しゅとく

します。 

 

３．個人
こじん

情 報
じょうほう

の利用
りよう

 

 本 会
ほんかい

は、個人
こじん

情 報
じょうほう

をその利用
りよう

目 的
もくてき

の範囲内
はんいない

で利用
りよう

します。 

 

４．個人
こじん

情 報
じょうほう

の第三者
だいさんしゃ

提 供
ていきょう

 

 本 会
ほんかい

は、法
ほう

に基づき
もとづき

許 容
きょよう

される範囲
はんい

を除
のぞ

き、事前
じぜん

にご本人
ごほんにん

の同意
どうい

を得る
え る

ことなく個人
こじん



情 報
じょうほう

を第 三 者
だいさんしゃ

に 提 供
ていきょう

しません。第 三 者
だいさんしゃ

への 情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の必 要
ひつよう

がある場合
ばあい

は、別紙
べっし

「確 認 書
かくにんしょ

」において、本 人
ほんにん

の 了 解
りょうかい

を得
え

たうえで 行
おこな

います。 

 なお、必 要
ひつよう

に応じて
おうじて

本 会
ほんかい

の業 務
ぎょうむ

の一部
いちぶ

を委託
いたく

する場合
ばあい

に、業 務
ぎょうむ

委託先
いたくさき

に対し
たいし

個人
こじん

情 報
じょうほう

の一部
いちぶ

を 提 供
ていきょう

することがありますが、この場合
ばあい

においても、本 会
ほんかい

として業 務
ぎょうむ

の委託先
いたくさき

に

対する
たいする

適 切
てきせつ

な監 督
かんとく

を 行
おこな

います。 

 

５．個人
こじん

情 報
じょうほう

の適切
てきせつ

な管理
かんり

 

 本 会
ほんかい

は、保有
ほゆう

する個人
こじん

情 報
じょうほう

について、その利用
りよう

目 的
もくてき

の範囲内
はんいない

で、できる限り
かぎり

最 新
さいしん

かつ

正 確
せいかく

な内 容
ないよう

として保持
ほ じ

するよう努
つと

めます。 

 また、その管理
かんり

についても、個人
こじん

情 報
じょうほう

の紛 失
ふんしつ

、漏えい
ろうえい

、改ざん
かいざん

がないよう 十 分
じゅうぶん

に配 慮
はいりょ

し、安 全
あんぜん

に管理
かんり

します。 

 

６．個人
こじん

情 報
じょうほう

の開示
かいじ

、訂正
ていせい

、追加
ついか

等
とう

 

 本 会
ほんかい

は、本 会
ほんかい

が保有
ほゆう

する個人
こじん

情 報
じょうほう

について、ご本人
ごほんにん

から自 ら
みずから

に関する
かんする

個人
こじん

情 報
じょうほう

の

開示
かいじ

の申し出
もうしで

、またその内 容
ないよう

に関する
かんする

訂 正
ていせい

、追加
ついか

等
など

の申し出
もうしで

がなされた場合
ばあい

には、所 定
しょてい

の

手続き
てつづき

に従 い
したがい

速やか
すみやか

に対 応
たいおう

します。 

 

７．個人
こじん

情 報
じょうほう

の取り扱い
とりあつかい

に関する
かんする

苦情
くじょう

への対応
たいおう

 

 本 会
ほんかい

は、本 会
ほんかい

における個人
こじん

情 報
じょうほう

の取り扱い
とりあつかい

に関して
かんして

苦 情
くじょう

が寄せられた
よ せ ら れ た

場合
ばあい

には、適 切
てきせつ

かつ速やか
すみやか

に対 応
たいおう

します。 

 



８．個人
こじん

情 報
じょうほう

保護
ほ ご

に向けた
む け た

体制
たいせい

整備
せいび

 

 本 会
ほんかい

における個人
こじん

情 報
じょうほう

保護
ほ ご

のための管理
かんり

体 制
たいせい

は、「個人
こじん

情 報
じょうほう

管理
かんり

規程
きてい

」によるものとし

ます。 

 

Ⅱ．個人
こじん

情 報
じょうほう

の利用
りよう

目的
もくてき

、個人
こじん

情 報
じょうほう

の開示
かいじ

等
とう

 

 

１．本会
ほんかい

保有
ほゆう

の個人
こじん

情 報
じょうほう

の利用
りよう

目的
もくてき

について 

  本 会
ほんかい

における個人
こじん

情 報
じょうほう

の利用
りよう

目 的
もくてき

は以下
い か

のとおりです。 

 ① 利用者
りようしゃ

に対して
たいして

、安 定
あんてい

した支援
しえん

を 行
おこな

うため 

 ② 個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

の策 定
さくてい

を 行
おこな

うため 

 ③ 職 員 間
しょくいんかん

のひきつぎ、支援
しえん

方 法
ほうほう

の 検 証
けんしょう

を 行
おこな

うため 

 ④ 支援
しえん

内 容
ないよう

の 向 上
こうじょう

を目 的
もくてき

としたケース
け ー す

会議
かいぎ

開 催
かいさい

のため 

 ⑤ 事故
じ こ

および苦 情
くじょう

の報 告
ほうこく

を 行
おこな

うため 

 ⑥ 保険
ほけん

金
きん

の 請 求
せいきゅう

を 行
おこな

うため 

 ⑦ 入退所
いたいしょ

の手続き
てつづき

を 行
おこな

うため 

 ⑧ 支援費
しえんひ

・補助
ほじょ

金
きん

等
とう

の 請 求
せいきゅう

および 収 受
しゅうじゅ

の事務
じ む

を 行
おこな

うため 

 ⑨ 学 生
がくせい

の 実 習
じっしゅう

への 協 力
きょうりょく

のため 

 

２．個人
こじん

情 報
じょうほう

の開示
かいじ

について 

 本 会
ほんかい

が所 有
しょゆう

する個人
こじん

情 報
じょうほう

については、ご本 人
ほんにん

からの申し
もうし

出
で

に応じ
おうじ

、開示
かいじ

、訂 正
ていせい

、追加
ついか

を 行
おこな

います。なお、開示
かいじ

の手続き
てつづき

は別紙
べっし

「個人
こじん

情 報
じょうほう

に関する
かんする

開示
かいじ

申 請 書
しんせいしょ

」訂 正
ていせい

等
など

の手続
てつづ



きは、別紙
べっし

「個人
こじん

情 報
じょうほう

に関する
かんする

変 更
へんこう

等
など

申 出 書
もうしでしょ

」を 提 出
ていしゅつ

してください。 

 

３．お問い合わせ
お と い あ わ せ

窓口
まどぐち

 

 本 会
ほんかい

における個人
こじん

情 報
じょうほう

の取り扱い
とりあつかい

についてのご意見
ごいけん

、ご 照 会
ごしょうかい

、苦 情
くじょう

等
とう

については、

各施設
かくしせつ

の苦 情
くじょう

受 付
うけつけ

窓 口
まどぐち

までご連絡
ごれんらく

ください。 

 


